
ネピア　ネピネピ
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湯
口
Ｓ
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所
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澤
田
翔

直
売
所
「
林
檎
の
森
」

直
売
所
「
林
檎
の
森
」所

員　

平
山
華
留
愛

い
つ
も
特
産
物
直
売
セ
ン
タ
ー
「
林

檎
の
森
」
を
ご
利
用
い
た
だ
き
、
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

紅
葉
の
季
節
と
な
り
、
農
家
の
皆
様

に
は
繁
忙
期
に
突
入
し
、
忙
し
い
日
々

を
送
っ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

天
気
が
良
く
て
も
肌
寒
い
季
節
と
な

り
ま
し
た
の
で
、
体
調
管
理
に
は
十
分

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

直
売
所
で
は
、
秋
の
味
覚
が
並
ぶ
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
サ
モ
ダ
シ
や

シ
メ
ジ
、
マ
イ
タ
ケ
な
ど
人
気
の
キ
ノ

コ
類
や
炊
き
込
み
ご
飯
に
ぴ
っ
た
り
の

栗
も
入
荷
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
サ
ツ
マ
イ
モ
や
か
ぼ
ち
ゃ

な
ど
の
根
菜
や
白
菜
、
春
菊
な
ど
の
葉

物
野
菜
も
出
て
く
る
見
込
み
で
す
。

果
物
で
は
、
洋
梨
や
弘
前
ふ
じ
、
ト

キ
な
ど
の
リ
ン
ゴ
を
中
心
に
、
巨
峰
や

ス
チ
ュ
ー
ベ
ン
な

ど
も
店
頭
に
並
び

ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
甘
い
柿
も
登
場
し
て

き
ま
す
よ
♪

秋
の
幸
を
お
求
め
の
際
は
、
ぜ
ひ
直

売
所
へ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

皆
様
の
ご
来
店
を
ス
タ
ッ
フ
一
同
、

心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

い
つ
も
当
Ｓ
Ｓ
を
ご
利
用
い
た
だ

き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

組
合
員
の
皆
様
に
は
、
ガ
ソ
リ
ン
販

売
記
録
の
ご
記
入
に
ご
協
力
い
た
だ

き
、
重
ね
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

Ｊ
Ａ
–
Ｓ
Ｓ
の
日

11
月
14
日
（
金
）
は
Ｊ
Ａ
–
Ｓ
Ｓ
の

日
で
す
。
２
０
０
０
円
以
上
給
油
の
方

に
抽
選
で
「
ネ
ピ
ア　
ト
イ
レ
ッ
ト
ロ
ー

ル
」
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
致
し
ま
す
。
い
く

ら
あ
っ
て
も
困
ら
な
い
商
品
な
の
で
運

試
し
に
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

タ
イ
ヤ
交
換
は
お
早
め
に
！！

い
よ
い
よ
タ
イ
ヤ
交
換

の
季
節
が
や
っ
て
き
ま
す
。

●
軽
・
普
通
乗
用
車
は

タ
イ
ヤ
１
本　

５
５
０
円
〜

●
ト
ラ
ッ
ク
な
ど

タ
イ
ヤ
１
本　

７
７
０
円
〜

是
非
、
雪
が
降
る
前
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

※
作
業
受
付
時
間
は
、
９
時
〜
16
時
と

な
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
の
程
、
宜

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

免
税
軽
油
交
付
申
請
開
始
！！

11
月
10
日
（
月
）
か
ら
、
免
税
軽
油

交
付
申
請
の
受
付
が
始
ま
り
ま
す
。
手

続
き
す
る
こ
と
で
軽
油
の
税
金
を
免
除

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
１
Ｌ
あ
た
り
、

32
．１
円
）
ス
プ
レ
ヤ
ー
や
コ
ン
バ
イ
ン

な
ど
の
農
業
機
械
を
使
わ
れ
る
人
に
は

大
幅
な
経
費
節
減
に
繋
が
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
左
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

食欲の秋、盛りだくさん！

！！！！

タ
イ
ヤ
１
本　

５
５
０
円
〜
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新規 更新 継続 再交付 書換

1 ○ ○ ○

2 ○ ○

3 ○ ○

4 ※１ ○ △ △

5 ○ ○

6 ○ ○ ○ ○

7 ○ ○ ○

8 ○ ○ ○

9 ○ ○ ○

10 ※２ △

11 ※３ △ △ △

12 ※４ △ △ △

13 ○ ○

14 ○ ○

15 ○

○・・・提出必須　　△・・・※１～４に該当する場合は提出必須

※１ 機械を追加、入替する場合

※２ 法人、組合名義の場合

※３ 組合名義で、耕作証明書に組合員全員の氏名の記載がない場合

※４ 報告書を6ヶ月分まとめて提出希望の場合（免税軽油の引取数量が1ヶ月当たり1KL以下の方のみ可）

　不正軽油とは、脱税を目的として、軽油に重油や灯油を混ぜ、軽油と偽って販売されているものです。
不正軽油の製造、販売はもちろん、使用した人も10年以下の拘禁刑、1,000万円以下の罰金が課される
など、重い罰則が適用されます。
　不正軽油の撲滅に御協力をお願いします。

　　　　　　　　　　 弘前合同庁舎（弘前市蔵主町４）　本館２階

（３）　必要書類等

申請区分

簡易書留封筒（460円分の切手貼付）

免税軽油使用者証（共同）交付申請書

免税軽油使用者証書換・再交付申請書

譲渡（販売）証明書

誓約書

県税関係証明等原簿（400円分の県証紙貼付）

免税証交付申請書

免税軽油所要数量計算書

２２　　不不正正軽軽油油はは犯犯罪罪でですす！！

（１）　受付期間　令和７年１１月１０日（月）～令和７年１２月１２日（金）

農業委員会発行の耕作証明書

定款・規約・商業登記簿謄本

組合員名簿

免税軽油の引取り等に係る報告書の提出期限の特例申請書

前回交付の免税軽油使用者証

免税軽油の引取り等に係る報告書（納品書等添付）

　青森県中南県税事務所　課税第一課　　TEL　０１７２－３２－１１３１（内線２２８）

免税軽油使用者証亡失届

　　【お問合せ先】

（２）　受付場所　青森県中南県税事務所

１１　　農農業業用用免免税税軽軽油油のの交交付付申申請請ににつついいてて

　令和８年に使用する農業用免税軽油（免税証）の交付申請を、次のとおり受付します。
　申請書類は、青森県中南県税事務所及び湯口スタンドに用意してあります。申請が遅れると交付も遅
れるため、必ず期間内に申請してください。

　　　　　９：００～１６：３０（土・日・祝日を除く）
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